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人間総合科学大学 学則 
 
 
第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 人間総合科学大学人間科学部は、建学の精神に基づき、広く生涯を通しての学修の機会を

提供し、人間理解の体系的、総合的な教育・研究を行うことにより、強い責任感と内発的動機を

有して、「活力ある人間性豊かな社会」の構築と「人類の健康と幸福」の追求に貢献し得る人材

を養成、輩出することを目的とする。 

２ 人間科学部心身健康科学科は、こころ・からだ・文化の側面から、人間を総合的に理解し、心

身ともに健康で豊かに暮らせる社会構築を支援できる人材を養成することを目的とする。 

３ 人間科学部健康栄養学科は、人間の生活と「栄養・食」とのかかわりを科学的・統合的視点か

ら追求し、現代の保健医療サービスに対応できる人材を養成することを目的とする。 

４ 人間科学部ヘルスフードサイエンス学科は、人間の総合的科学的理解と「食・栄養」を幅広く

学び、食の安全・安心、リスク管理と、国際的な食のマネジメントの総合的な知識と技術を身に

つけた人材を養成することを目的とする。 

５ 保健医療学部は、保健医療専門職者として高い倫理観と使命感を持ち、高度な専門知識に基づ

く確かな技術を実践するとともに、心身健康科学をはじめとした総合的な人間理解のもと、さま

ざまな関連職者と連携し、広く社会に貢献できる活力ある人材を養成することを目的とする。 

 

（自己点検及び評価） 

第２条 本大学は前条の目的の達成及び教育研究水準の向上をはかる為、教育研究活動等の状況に

ついて自己点検及び評価を行う。 

２ 前項に定める点検及び評価を行うにあたっての項目及び体制については、別に定める。 

 

（情報の積極的な提供） 

第２条の２ 本大学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図るこ

とができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。 

 

 

第２章 大学の組織 

 

（学部・学科及び収容定員） 

第３条 本大学に、次の学部及び学科を置き、その収容定員を次のとおりとする。 

学 部 ・ 学 科 入  学  定  員 収  容  定  員 

人間科学部 

心身健康科学科 通信教育課程 

健康栄養学科 
ヘルスフードサイエンス学科 

保健医療学部 

看護学科 

リハビリテーション学科 

理学療法学専攻 

義肢装具専攻 

 

500名 

80名 

    80名 

 

80名 

 

40名 

30名 

 

2,000名 

320名 

      320名 

 

320名 

 

160名 

120名 

 

２ 人間科学部心身健康科学科に前項に定める収容定員の範囲内で次のコースを置き、その収容定

員を次のとおりとする。 

コース 入学定員 収容定員 

養護教諭養成コース 

看護教員養成コース（３年次編

入学） 

100名 

40名 

400名 

80名 
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（大学院） 

第３条の２ 本大学に大学院を置く。 

２ 大学院については、人間総合科学大学大学院学則の定めるところによる。 

 

（附置機関） 

第４条 本大学に、次の附置機関を置く。 

一 図書館 

二 人間総合科学 心身健康科学研究所 

２ 附置機関に関する規程は、別に定める。 

 

 

第３章 教職員の組織 

 

（教職員の組織） 

第５条 本大学に学長、学部長、学科長、教授、准教授、講師、助教、助手、助手補、事務職員及

び技術職員を置き、必要に応じて、副学長、補佐職、その他の職員を置くことができる。 

２ 学長は、本大学の全般に関して最終決定権を有し、校務をつかさどり所属教職員を統督する。 

３ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

４ 学部長は、学長を補佐し、その学部に関する業務を遂行する。 

５ 事務職員を統括するため、事務局長を置き、学長を補佐し、事務全般に関する業務を遂行する。 

６ 前項のほか、大学運営に必要な役職職員を置く。それ等の役職職員については、別に定める。 

 

 

第４章 教授会 

 

（教授会） 

第６条 本大学各学部に、教授会を置く。 

２ 教授会に関する規程は、別に定める。 

 

 

第５章 学年、学期及び休業日 

 

（学年） 

第７条 人間科学部健康栄養学科及びヘルスフードサイエンス学科並びに保健医療学部の学年は、

４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

２ 人間科学部心身健康科学科の学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる、または 

１０月１日に始まり、翌年９月３０日に終わる。 

 

（学期） 

第８条 学年を、次の２学期に分ける。 

前期： ４月１日から９月３０日まで 

後期：１０月１日から翌年３月３１日まで 

 

（休業日） 

第９条 休業日は次のとおりとする。ただし、面接授業及び科目修了試験等の行われる日は除くも

のとする。 

一 日曜日（人間科学部心身健康科学科は月曜日とする。） 

二 国民の祝日に関する法律による日 

三 学園創立記念日 ５月２日 

四 季節休業（学長が別に定めるものとする。） 

２ 前項の規程にかかわらず、休業日であっても授業を行うことができる。 

３ 第１項の規程にかかわらず、臨時の休業日を定めることができる。 
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第６章 修業年限及び在学年限 

 

（修業年限及び在学年限） 

第１０条 本大学の修業年限は４年とし、８年を超えて在学することはできない。 

２ 前項の規程にかかわらず、第１６条第１項第１号の規程により入学した者については８年から

在学年数として認定された年数を減じた年数、同条第２号及び第３号の規程により入学した者に

ついては同条第２項により定められた在学すべき年数の３倍を超えて在学することはできない。 

３ 特別の事情により、第１項及び第２項における年数を超える在学を許可することがある。 

 

 

第７章 入学・休学・復学・退学及び除籍 

 

（入学の時期） 

第１１条 本大学の入学の時期は、学期の始めとする。 

 

（入学資格等） 

第１２条 本大学に入学できる者は、次の各号の一に該当し、入学の許可を受けた者とする。 

一 高等学校を卒業した者 

二 通常の課程による１２年の課程を修了した者 

三 外国において、学校教育による１２年の課程を終了した者、又はこれに準ずる者で文部

科学大臣が指定した者 

四 高等学校卒業程度認定試験規則により高等学校卒業程度認定試験に合格した者、又は大

学入学資格検定規程により大学入学資格検定試験に合格した者 

五 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者 

六 満１８歳以上の年齢に達し、本学において高等学校卒業者と同等以上の学力があると認

められた者 

七 文部科学大臣が指定した者 

 

（入学の出願） 

第１３条 本大学への入学を志願する者は、所定の入学願書及び別に定める書類に、入学検定料（別

表第１）を添えて願い出なければならない。 

 

（入学者の選考） 

第１４条 入学志願者に対しては、書類審査若しくは選考試験を行う。その方法は、その都度定め

る。 

 

（入学の手続き及び許可） 

第１５条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類を

提出するとともに、所定の入学料及び授業料等を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

 

（再入学、編入学及び転入学） 

第１６条 次の各号の一に該当する者で、本大学への入学を志願する者があるときは、教育に支障

のない場合に限り、選考の上、別に定めるところにより、相当年次に入学を許可することができ

る。 

一 本大学を卒業、退学、又は除籍された者 

二 他の大学（外国の大学を含む。）を卒業、退学、又は除籍された者 

三 短期大学（外国の短期大学を含む。）、高等専門学校の専攻科及び修業年限が２年以上で、

その他別に定める基準を満たす専修学校専門課程を卒業した者 

２ 前項の規程により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い

並びに在学すべき年数については、別に定めるところによる。 
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（休学） 

第１７条 傷病その他やむを得ない事由により、３カ月以上修学できない者は、医師の診断書又は

事由を証明する書類を添付し、保証人連署の上願い出て、学長の許可を得た上で休学することが

できる。 

２ 休学期間は、１学期間（前期又は後期）を単位とする。 

３ 休学期間は、通算して８学期間を超えることができない。 

４ 休学期間は、修業年限及び在学年限に算入しない。 

 

（復学） 

第１８条 休学の事由が止んだ者は、学長の許可を得て、復学することができる。ただし、復学で

きる時期は、学期の始めとする。 

 

（退学） 

第１９条 傷病その他やむを得ない事由により退学しようとする者は、本学所定の用紙に退学事由

を明記し提出すること。 

 

（除籍） 

第２０条 次の各号の一に該当する者は、学長がこれを除籍することができる。 

一 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

二 第１０条第１項に定める在学年限を超えた者 

三 第１７条第３項に定める休学期間を超えて、なお修学できない者 

四 履修申込みを怠り、督促してもなお行わない者 

五 成績不良の者 

六 死亡した者 

 

（二重学籍の禁止） 

第２０条の２ 学生は、他の大学、短期大学または大学院の正規の課程に在籍してはならない。 

 

 

第８章 教育課程 

 

（授業科目） 

第２１条 人間科学部心身健康科学科における授業科目は、別表第２－１及び別表第２－２のとお

りとする。 

２ 人間科学部健康栄養学科における授業科目は、別表第２－３のとおりとする。 

３ 人間科学部ヘルスフードサイエンス学科における授業科目は、別表２－４のとおりとする。 

４ 保健医療学部看護学科における授業科目は、別表第２－５のとおりとする。 

５ 保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻における授業科目は、別表第２－６のと

おりとする。 

６ 保健医療学部リハビリテーション学科義肢装具学専攻における授業科目は、別表第２－７のと

おりとする。 

 

第２２条 削除 

 

（栄養士及び管理栄養士国家試験受験の資格） 

第２２条の２ 栄養士の資格及び管理栄養士国家試験受験資格を取得しようとする者は、人間科学

部健康栄養学科に在学し、所定の授業科目を履修し単位を修得しなければならない。 

 

（教育職員免許状） 

第２２条の３ 教育職員免許状を取得するには、教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の

単位を修得しなければならない。 

２ 前項の免許状を取得するための課程を置き（以下「教職課程」という。）授業科目、単位数等

について、必要な事項は別に定める。 
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３ 本学の教職課程において取得できる教育職員免許状は、次に掲げるものとする。 

学科等 免許状の種類 

人間科学部心身健康科学科養護教諭養成コース 養護教諭 1種 

人間科学部健康栄養学科 栄養教諭 1種 

 

（保健師及び看護師国家試験受験の資格） 

第２２条の４ 保健師国家試験受験資格及び看護師国家試験受験資格を取得しようとする者は、保

健医療学部看護学科に在学し、所定の授業科目を履修し単位を修得しなければならない。 

 

（理学療法士国家試験受験の資格） 

第２２条の５ 理学療法士国家試験受験資格を取得しようとする者は、保健医療学部リハビリテー

ション学科理学療法学専攻に在学し、所定の授業科目を履修し単位を修得しなければならない。 

 

（義肢装具士国家試験受験の資格） 

第２２条の６ 義肢装具士国家試験受験資格を取得しようとする者は、保健医療学部リハビリテー

ション学科義肢装具学専攻に在学し、所定の授業科目を履修し単位を修得しなければならない。 

 

 

第９章 授業及び学習指導 

 

（授業） 

第２３条 人間科学部心身健康科学科の授業は、通信授業、面接授業（メディア等を利用して行う

授業含む）及び放送授業によって行う。 

一 通信授業は、主として印刷教材により学修させる授業であり、面接授業は、大学設置基準

第２５条の方法による授業であり、放送授業は大学通信教育設置基準第３条の方法による授

業である。 

  二 通信授業においては、学生は、所定の報告課題について学習報告（以下「テキスト課題」

という。）を提出し、添削指導を受けるものとする。 

  三 放送授業においては、学生は、所定の課題を提出し、添削指導を受けるものとする。 

２ 人間科学部健康栄養学科及びヘルスフードサイエンス学科並びに保健医療学部の授業は、大学

設置基準第２５条による。 

 

（単位の計算方法） 

第２４条 人間科学部心身健康科学科の授業科目の単位数は、１単位の履修時間を４５時間とし、

次の基準により計算する。 

一 印刷教材による授業（以下「通信授業」という。）については、４５時間に相当する学

修量の教材をもって１単位とする。 

二 面接授業及び放送授業については、１５時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規程にかかわらず、卒業研究については、これに必要な学修等を考慮して単位数を定め

ることができる。 

 

第２４条の２ 人間科学部健康栄養学科及びヘルスフードサイエンス学科並びに保健医療学部の

授業科目の単位数は、１単位の履修時間を４５時間とし、次の基準により計算する。 

一 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で本大学が定める時間の授業

をもって１単位とする。 

二 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で本大学が定める時間

の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規程にかかわらず、卒業研究については、これに必要な学修等を考慮して単位数を定め

ることができる。 
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（通信授業に関する質疑） 

第２５条 通信授業に関する質疑は、所定の方法によって行うものとする。 

 

（面接授業） 

第２６条 面接授業は、本大学又は本大学が指定する会場において実施する。 

２ 面接授業（メディア等を利用して行う授業を含む。）を行う時期及び会場は、別に定める。 

 

 

第１０章 試験及び成績評価  

 

（人間科学部心身健康科学科における試験） 

第２７条 人間科学部心身健康科学科における試験は、科目修了試験及び面接授業試験（以下「ス

クーリング試験」という。）等とする。 

２ 通信授業による各科目の履修は、テキスト課題を提出しかつ指定の時期に科目修了試験を受け

なければならない。 

３ 面接授業による各科目の履修は、面接授業に出席しかつ指定の時期にスクーリング試験を受け

なければならない。 

４ 放送授業による各科目の履修は、放送授業を視聴しかつ指定の時期にスクーリング試験に相当

する試験を受けなければならない。 

 

（科目修了試験） 

第２８条 科目修了試験を受験できる者は、当該科目のテキスト課題に合格した者とする。 

２ 科目修了試験は、本大学及び本大学が指定する会場において実施される。 

３ 科目修了試験を行う時期及び会場は、別に定める。 

 

（人間科学部健康栄養学科及びヘルスフードサイエンス学科並びに保健医療学部における試験） 

第２９条 人間科学部健康栄養学科及びヘルスフードサイエンス学科並びに保健医療学部におけ

る試験は、前期及び後期のそれぞれにおいて、筆記、口述及び論文等の方法によって行う。 

 

（成績評価） 

第３０条 成績は、Ｓ（100点～90点）、Ａ（89点～80点）、Ｂ（79点～70点）、Ｃ（69点～60点）、

Ｄ（59点～0点）の５種類の評価をもって表し、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを合格とし、Ｄを不合格とする。 

２ 不合格者には、再試験等を行うことがある。 

３ 疾病その他やむを得ない理由により試験を受けることができなかった者は、その理由が適当で

あると認められ、許可を受けた場合に限り追試験を受けることができる。 

４ 追試験及び再試験等受験の際には、別に定める手数料を納入しなければならない。 

 

（単位の授与） 

第３１条 各授業科目を履修し、その試験等に合格した者には、所定の単位を与える。 

２ 通信授業は、テキスト課題及び科目修了試験に合格した者について所定の単位を与える。 

３ 面接授業は、出席が良好でかつスクーリング試験に合格した者について所定の単位を与える。 

４ 放送授業については、視聴を完了し、試験に合格した者に対して所定の単位を与える。 

 

 

第１１章 卒業要件等 

 

（進級の要件） 

第３１条の２ 進級については別に定める。 

 

（卒業の要件） 

第３２条 卒業の認定には、次の各号に掲げる要件を全て充たすことを必要とする。 

（１）本大学に休学、停学期間を除いて４年以上在学すること。ただし、第１６条第１項の規程に

より入学した者については、同条第２項により定められた在学すべき年数以上在学すること
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とする。 

（２）修得単位数は、次のとおりとする。 

一 人間科学部心身健康科学科は、別表第３―１に掲げる最低単位数を含めて合計１２４単位

以上 

二 人間科学部健康栄養学科は、別表第３―２に掲げる最低単位数を含めて合計１３０単位以

上 

三 人間科学部ヘルスフードサイエンス学科は、別表第３―３に掲げる最低単位数を含めて合

計１３０単位以上 

四 保健医療学部看護学科は、別表第３―４に掲げる最低単位数を含めて合計１２８単位以上 

五 保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻は、別表第３―５に掲げる最低単位

数を含めて合計１２４単位以上 

六 保健医療学部リハビリテーション学科義肢装具学専攻は、別表第３―６に掲げる最低単位

数を含めて合計１２４単位以上 

 

（学位の授与） 

第３３条 前条の要件を充たす者には、教授会の議を経て、学長が卒業を認定し、学位を授与する。 

２ 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 

（学位の種類） 

第３４条 前条の卒業を認定された者には、次の学位を授与する。 

学部名 学科名 学 位 

人間科学部 心身健康科学科 学士（人間科学） 

健康栄養学科 学士（健康栄養学） 

ヘルスフードサイエンス学科 学士（食品健康科学） 

保健医療学部 看護学科 学士（看護学） 

リハビリテーション学科 

理学療法学専攻 

義肢装具学専攻 

 

学士（理学療法学） 

学士（義肢装具学） 

 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第３５条 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学又は

短期大学において履修した単位を、６０単位を超えない範囲で本大学における授業科目の履修に

より修得したものとみなすことができる。 

 

（大学又は短期大学以外の教育施設等における学修） 

第３６条 本大学は、教育上有益と認めるときは、高等専門学校の専攻科又は修業年限が２年以上

の専修学校専門課程における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本大学における授業

科目の履修とみなし、本大学の定めるところにより単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、６０単位を超えないものとする。 

 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第３７条 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に大学又は短期大学

若しくは高等専門学校の専攻科及び修業年限が２年以上の専修学校専門課程において履修した

授業科目について修得した単位を、本大学に入学した後の本大学における授業科目の履修により

修得したものとみなすことができる。 

２ 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に行ったその他文部科学大

臣が別に定める学修を、本大学における授業科目の履修とみなし、本大学の定めるところにより

単位を与えることができる。 

３ 前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学等の

場合を除き、本大学において修得した単位以外のものについては、第３５条、第３６条と合わせ

て６０単位を超えないものとする。 

４ 単位認定の科目については、別に定める。 
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第１２章 科目等履修生  

 

（科目等履修生） 

第３８条 授業科目の一部の履修を希望する者に対しては、本課程の教育に支障がない限り、選考

の上、科目等履修生としてこれを許可することができる。 

２ 大学の入学資格のない者が、科目等履修生として所定の科目の単位を修得したときには、正科

生としての入学資格を与えることができる 

３ 科目等履修生に関する規程は、別に定める。 

 

第３９条 削除 

 

 

第１３章 特別聴講学生 

 

（特別聴講学生） 

第４０条 他の大学又は短期大学若しくは高等専門学校の専攻科又は修業年限が２年以上の専修

学校専門課程若しくはその他文部科学大臣が別に定める学種及び本大学は、双方の大学の規則に

定めるところにより、両大学等の学生が、特別聴講学生としてそれぞれ相手大学の授業科目を履

修し、単位を修得することを認めることができる。 

２ 前項に規程する学生の受入れの手段等については、別に定める。 

 

 

第１４章 学費等 

 

（学費） 

第４１条 人間科学部心身健康科学科の学費は分納とし、別表第 1に定めるものとする。 

２ 人間科学部健康栄養学科及びヘルスフードサイエンス学科並びに保健医療学部の学費は分納

とし、別表第 1に定めるものとする。 

 

（学費等の納付） 

第４２条 学年ごとに別表第１に従って算出された学費等の金額を、所定の期日までに納めなけれ

ばならない。 

 

（復学等の場合の授業料） 

第４３条 復学する者は、復学する当該学期の授業料を規程の期日までに納付しなければならない。 

 

（退学及び停学の場合の授業料） 

第４４条 学期の中途で退学し又は除籍された者の該当年度分の授業料は、徴収する。 

２ 停学期間中の授業料は、徴収する。 

 

（休学の場合の在籍料） 

第４５条 休学期間中の場合は、別途定める在籍料を徴収する。 

 

（編入学生及び特別聴講学生等の授業料等） 

第４６条 編入学生及び特別聴講学生の検定料及び納付金については、徴収する。 

 

（学費の返還制限） 

第４７条 納入した学費は、理由の如何にかかわらずこれを返還しない。 

 

（手数料） 

第４８条 手数料については、別に定める。 
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第１５章 賞罰 

 

（表彰） 

第４９条 学生として特に表彰に価する行為があった者は、教授会の議を経て、学長が表彰する。 

２ 表彰に関する規程は別に定める。 

 

（懲戒） 

第５０条 本大学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、懲戒処分に付

することができる。 

２ 学生の懲戒に関する規程は、別に定める。 
 
 
附則 

１ この学則は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

 


